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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トルク増幅機能を有するトルクコンバータと、
　前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達さ
せる第１動力伝達状態、及び前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの
駆動力を前記車輪に伝達させる第２動力伝達状態とし得るクラッチ手段と、
　前記エンジンの駆動力により作動して前記クラッチ手段及びトルクコンバータに対して
オイルを供給し、当該クラッチ手段及びトルクコンバータを作動させ得るオイルポンプと
、
　前記オイルポンプからオイルが供給されて当該オイルの油圧によりプーリを作動させ、
変速レシオを連続的に変更可能とされた無段変速機と、
　車両の状態に応じて前記クラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第１動力伝達状
態又は第２動力伝達状態とさせ得るクラッチ制御手段と、
　車両が所定車速以下になったことを条件としてエンジンを自動的に停止させてアイドル
ストップさせるとともに、当該アイドルストップ状態でブレーキ操作を解除する又はアク
セルを踏み込むことを条件としてエンジンを始動させ得るエンジン制御手段と、
を具備した動力伝達装置であって、
　車両の減速過程で前記エンジンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定
値以下となった際、前記オイルポンプによる前記トルクコンバータに対するオイルの供給
量を制限又は禁止し、前記クラッチ手段及び無段変速機に対するオイルの供給を優先させ
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得る調整手段を備えたことを特徴とする動力伝達装置。
【請求項２】
　前記調整手段は、トルクコンバータに対して通常時オイルを供給する第１供給路と、当
該オイルの供給量を制限又は禁止する第２供給路と、油圧により当該第１供給路を開閉さ
せるバルブとを有した油圧バルブ機構から成ることを特徴とする請求項１記載の動力伝達
装置。
【請求項３】
　前記バルブは、前記第１供給路を閉状態とする方向に常時付勢されたことを特徴とする
請求項２記載の動力伝達装置。
【請求項４】
　オイルを蓄圧可能な蓄圧手段を具備するとともに、車両の減速過程で前記エンジンに対
してフューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった際、当該蓄圧手段で蓄
圧されたオイルを放出して前記クラッチ手段及び無段変速機に供給し得るよう構成された
ことを特徴とする請求項１～３の何れか１つに記載の動力伝達装置。
【請求項５】
　前記クラッチ手段は、車両の前進時に作動してトルクコンバータの駆動伝達系を介して
前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第１クラッチ手段、及び車両の前進時に作
動して前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝
達させる第２クラッチ手段を有するとともに、前記クラッチ制御手段は、車両の状態に応
じて前記第１クラッチ手段及び第２クラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第１動
力伝達状態又は第２動力伝達状態とさせ得るものとされ、且つ、車両の減速過程で前記エ
ンジンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった際、前記ク
ラッチ制御手段が前記第２クラッチ手段のみを作動させることを特徴とする請求項１～４
の何れか１つに記載の動力伝達装置。
【請求項６】
　前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力で回転可能とされ、
前記第１クラッチ手段と連結された第１駆動シャフトと、
　前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力で回転可能とされ、
前記第２クラッチ手段と連結された第２駆動シャフトと、
を具備し、前記第１駆動シャフトと第２駆動シャフトとは同心円状に形成されたことを特
徴とする請求項５記載の動力伝達装置。
【請求項７】
　前記クラッチ手段は、車両の前進時に作動して前記トルクコンバータの駆動伝達系を介
して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる前進クラッチ手段、及び前記トルクコ
ンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させるロックアッ
プクラッチ手段を有するとともに、前記クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて前記前
進クラッチ手段及びロックアップクラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第１動力
伝達状態又は第２動力伝達状態とさせ得ることを特徴とする請求項１～６の何れか１つに
記載の動力伝達装置。
【請求項８】
　前記エンジン制御手段は、前記無段変速機の変速レシオが所定値以上となったことを条
件としてアイドルストップさせることを特徴とする請求項１～７の何れか１つに記載の動
力伝達装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のエンジンから車輪に至る動力伝達系の途中に配設され、当該エンジン
の駆動力を車輪に対して任意選択的に伝達又は遮断可能な動力伝達装置に関するものであ
る。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の車両の動力伝達装置（自動変速機）においては、トルクコンバータを具備したも
の（所謂トルコンタイプと称される発進方式のもの）と、発進クラッチを具備したもの（
所謂発進クラッチタイプと称される発進方式のもの）とが提案されている。このうち、ト
ルコンタイプの発進方式の自動変速機では、発進時においてトルクコンバータが有するト
ルク増幅機能により発進性能の向上を図ることができる。一方、発進クラッチタイプの発
進方式の自動変速機では、例えば定常走行中においてはトルクコンバータの如きスリップ
がないため動力伝達効率を向上させることができる。
【０００３】
　然るに、例えば特許文献１にて開示されているように、トルコンタイプの発進方式の自
動変速機において、ロックアップクラッチを付加させたものも提案されるに至っている。
かかるロックアップクラッチは、通常、トルクコンバータにおけるタービンと連結された
クラッチピストンを有しており、かかるクラッチピストンがトルコンカバー内周壁に当接
した連結位置と、離間した非連結位置との間で移動可能とされ、連結位置のとき、トルコ
ンカバーとタービンとがクラッチピストンを介して直結されるよう構成されたものである
。
【０００４】
　ところで、燃費向上及び環境問題に対する観点から、特許文献２で開示されているよう
に、トルクコンバータを具備した車両において、当該車両が停止した際に、エンジンを自
動的に停止させるアイドルストップ機能を有したものが提案されるに至っている。この車
両は、無段変速機（所謂ＣＶＴと称される変速装置）を具備するとともに、エンジンの駆
動力により作動して当該無段変速機やクラッチ手段、及びトルクコンバータに対してオイ
ルを供給し、当該無段変速機、クラッチ手段及びトルクコンバータを作動させ得るオイル
ポンプを具備していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３１９３号公報
【特許文献２】特開２０００－３２８９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の動力伝達装置においては、車両の減速過程でエンジンに対し
てフューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった際、無段変速機の変速レ
シオを変更（次回の発進時に備えて変速レシオを高く変更）する必要があることから、フ
ューエルカット復帰（燃料噴射の再開）をしてエンジン回転数を一時的に上げざるを得ず
、その分、燃費が悪化してしまうという問題があった。
【０００７】
　即ち、車速が所定値以下となった際、エンジン回転数が著しく低下してオイルポンプの
作動が低下し、無段変速機による変速レシオの変更動作が不可能となってしまうため、フ
ューエルカット復帰してエンジンの回転数を一時的に上げ、オイルポンプを十分に作動さ
せる必要があったのである。特に、アイドルストップさせる車両においては、停車時にエ
ンジンが停止するため、無段変速機の作動が不可能となってしまうことから、次回の発進
時に備えて、減速時に変速レシオを高く変更しておく必要がある。
【０００８】
　尚、オイルポンプとは別個の電動オイルポンプを具備すれば、フューエルカット復帰を
行わせなくても、エンジンの回転数（車速）に関わらず走行中は無段変速機の変速レシオ
を良好に変更できると思われるものの、当該電動オイルポンプの追加によりコストが嵩ん
でしまうという問題がある。
【０００９】



(4) JP 5398317 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、トルクコンバータを具備し、且つ
、アイドルストップする車両に適用され、車両の減速過程でフューエルカット復帰を行わ
せず燃費を向上させることができるとともに電動オイルポンプを不要としてコストを低減
させることができる動力伝達装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１記載の発明は、トルク増幅機能を有するトルクコンバータと、前記トルクコン
バータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第１動力伝達
状態、及び前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪
に伝達させる第２動力伝達状態とし得るクラッチ手段と、前記エンジンの駆動力により作
動して前記クラッチ手段及びトルクコンバータに対してオイルを供給し、当該クラッチ手
段及びトルクコンバータを作動させ得るオイルポンプと、前記オイルポンプからオイルが
供給されて当該オイルの油圧によりプーリを作動させ、変速レシオを連続的に変更可能と
された無段変速機と、車両の状態に応じて前記クラッチ手段を任意選択的に作動させて、
前記第１動力伝達状態又は第２動力伝達状態とさせ得るクラッチ制御手段と、車両が所定
車速以下になったことを条件としてエンジンを自動的に停止させてアイドルストップさせ
るとともに、当該アイドルストップ状態でアクセルを踏み込むことを条件としてエンジン
を始動させ得るエンジン制御手段とを具備した動力伝達装置であって、車両の減速過程で
前記エンジンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった際、
前記オイルポンプによる前記トルクコンバータに対するオイルの供給量を制限又は禁止し
、前記クラッチ手段及び無段変速機に対するオイルの供給を優先させ得る調整手段を備え
たことを特徴とする。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の動力伝達装置において、前記調整手段は、トル
クコンバータに対して通常時オイルを供給する第１供給路と、当該オイルの供給量を制限
又は禁止する第２供給路と、油圧により当該第１供給路を開閉させるバルブとを有した油
圧バルブ機構から成ることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の動力伝達装置において、前記バルブは、前記第
１供給路を閉状態とする方向に常時付勢されたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３の何れか１つに記載の動力伝達装置において、オ
イルを蓄圧可能な蓄圧手段を具備するとともに、車両の減速過程で前記エンジンに対して
フューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった際、当該蓄圧手段で蓄圧さ
れたオイルを放出して前記クラッチ手段及び無段変速機に供給し得るよう構成されたこと
を特徴とする
【００１４】
　請求項５記載の発明は、請求項１～４の何れか１つに記載の動力伝達装置において、前
記クラッチ手段は、車両の前進時に作動してトルクコンバータの駆動伝達系を介して前記
エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第１クラッチ手段、及び車両の前進時に作動し
て前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達さ
せる第２クラッチ手段を有するとともに、前記クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて
前記第１クラッチ手段及び第２クラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第１動力伝
達状態又は第２動力伝達状態とさせ得るものとされ、且つ、車両の減速過程で前記エンジ
ンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった際、前記クラッ
チ制御手段が前記第２クラッチ手段のみを作動させることを特徴とする。
【００１５】
　請求項６記載の発明は、請求項５記載の動力伝達装置において、前記トルクコンバータ
の駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力で回転可能とされ、前記第１クラッチ手段と
連結された第１駆動シャフトと、前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジ
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ンの駆動力で回転可能とされ、前記第２クラッチ手段と連結された第２駆動シャフトとを
具備し、前記第１駆動シャフトと第２駆動シャフトとは同心円状に形成されたことを特徴
とする。
【００１６】
　請求項７記載の発明は、請求項１～６の何れか１つに記載の動力伝達装置において、前
記クラッチ手段は、車両の前進時に作動して前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して
前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる前進クラッチ手段、及び前記トルクコンバ
ータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させるロックアップク
ラッチ手段を有するとともに、前記クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて前記前進ク
ラッチ手段及びロックアップクラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第１動力伝達
状態又は第２動力伝達状態とさせ得ることを特徴とする。
【００１７】
　請求項８記載の発明は、請求項１～７の何れか１つに記載の動力伝達装置において、前
記エンジン制御手段は、前記無段変速機の変速レシオが所定値以上となったことを条件と
してアイドルストップさせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１の発明によれば、車両の減速過程でエンジンに対してフューエルカットした状
態とされて車速が所定値以下となった際、オイルポンプによるトルクコンバータに対する
オイルの供給量を制限又は禁止し、クラッチ手段及び無段変速機に対するオイルの供給を
優先させ得るので、トルクコンバータを具備し、且つ、アイドルストップする車両に適用
され、車両の減速過程でフューエルカット復帰を行わせず燃費を向上させることができる
とともに電動オイルポンプを不要としてコストを低減させることができる。
【００１９】
　請求項２の発明によれば、調整手段は、トルクコンバータに対して通常時オイルを供給
する第１供給路と、当該オイルの供給量を制限又は禁止する第２供給路と、油圧により当
該第１供給路を開閉させるバルブとを有した油圧バルブ機構から成るので、当該制限又は
禁止しない場合とで瞬時に且つスムーズに切り替えることができる。
【００２０】
　請求項３の発明によれば、バルブは、第１供給路を閉状態とする方向に常時付勢された
ので、車両の減速過程でエンジンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定
値以下となった際、バルブの作動応答性に関わらず確実にトルクコンバータへのオイルの
供給を制限又は禁止することができる。
【００２１】
　請求項４の発明によれば、オイルを蓄圧可能な蓄圧手段を具備するとともに、車両の減
速過程でエンジンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった
際、当該蓄圧手段で蓄圧されたオイルを放出してクラッチ手段及び無段変速機に供給し得
るよう構成されたので、クラッチ手段及び無段変速機に対するオイル供給をより確実且つ
スムーズに行わせることができる。
【００２２】
　請求項５の発明によれば、クラッチ手段は、車両の前進時に作動してトルクコンバータ
の駆動伝達系を介してエンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第１クラッチ手段、及び
車両の前進時に作動してトルクコンバータの駆動伝達系を介さずエンジンの駆動力を車輪
に伝達させる第２クラッチ手段を有するとともに、クラッチ制御手段は、車両の状態に応
じて第１クラッチ手段及び第２クラッチ手段を任意選択的に作動させて、第１動力伝達状
態又は第２動力伝達状態とさせ得るので、動力伝達装置の複雑化及び大型化を抑制し、且
つ、トルクコンバータのトルク増幅機能により発進性能の向上を図ることができるととも
に、定常走行中における動力伝達効率を向上させることができる。加えて、車両の減速過
程でエンジンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった際、
クラッチ制御手段が第２クラッチ手段のみを作動させるので、オイルの供給をより確実に
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且つスムーズに行わせることができる。
【００２３】
　請求項６の発明によれば、トルクコンバータの駆動伝達系を介してエンジンの駆動力で
回転可能とされ、第１クラッチ手段と連結された第１駆動シャフトと、トルクコンバータ
の駆動伝達系を介さずエンジンの駆動力で回転可能とされ、第２クラッチ手段と連結され
た第２駆動シャフトとを具備し、第１駆動シャフトと第２駆動シャフトとは同心円状に形
成されたので、当該第１駆動シャフトと第２駆動シャフトとがそれぞれ延設されたものに
比べ、動力伝達装置全体をより小型化することができる。
【００２４】
　請求項７の発明によれば、クラッチ手段は、車両の前進時に作動してトルクコンバータ
の駆動伝達系を介してエンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる前進クラッチ手段、及び
トルクコンバータの駆動伝達系を介さずエンジンの駆動力を車輪に伝達させるロックアッ
プクラッチ手段を有するとともに、クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて前進クラッ
チ手段及びロックアップクラッチ手段を任意選択的に作動させて、第１動力伝達状態又は
第２動力伝達状態とさせ得るので、従来から比較的普及しつつあるロックアップクラッチ
手段を具備した車両に容易に適用することができる。
【００２５】
　請求項８の発明によれば、エンジン制御手段は、無段変速機の変速レシオが所定値以上
となったことを条件としてアイドルストップさせるので、アイドルストップ後におけるエ
ンジン始動時の発進駆動力を適切に確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る動力伝達装置を示す縦断面図
【図２】同動力伝達装置の概念を示す模式図
【図３】同動力伝達装置におけるクラッチ手段を示す拡大図
【図４】図１におけるＩＶ－ＩＶ線断面図
【図５】同動力伝達装置におけるクラッチ手段であって、第１クラッチ手段のみ作動した
状態を示す拡大図
【図６】同動力伝達装置におけるクラッチ手段であって、第２クラッチ手段のみ作動した
状態を示す拡大図
【図７】同動力伝達装置におけるクラッチ手段であって、第１クラッチ手段及び第２クラ
ッチ手段の両方が作動した状態を示す拡大図
【図８】同動力伝達装置における変速機Ａを含む全体の構成を示す模式図
【図９】同動力伝達装置における油圧制御回路の詳細を示すブロック図
【図１０】同動力伝達装置におけるクラッチ制御手段の制御モード表
【図１１】同動力伝達装置におけるタイムチャート
【図１２】同動力伝達装置における他のタイムチャート
【図１３】同動力伝達装置におけるエンジン制御手段の制御内容を示すフローチャート
【図１４】同動力伝達装置におけるクラッチ制御手段の制御内容を示すフローチャート
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る動力伝達装置における油圧制御回路の詳細を示
すブロック図
【図１６】同動力伝達装置におけるタイムチャート
【図１７】本発明の第３の実施形態に係る動力伝達装置の概念を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　第１の実施形態に係る動力伝達装置は、自動車（車両）のエンジン（駆動源）による駆
動力を車輪（駆動輪）に伝達又は遮断するためのものであり、図１及び図２に示すように
、トルクコンバータ１と、クラッチ手段３と、オイルポンプ３１と、クラッチ制御手段４
と、エンジン制御手段２２と、調整手段２３と、第１駆動シャフト５と、第２駆動シャフ
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ト６と、ダンパ機構７と、第３クラッチ手段８と、変速機Ａ（無段変速機２５）とを主に
有している。尚、図１は、本実施形態に係る動力伝達装置の主要部を表す縦断面図であり
、図２は、同実施形態に係る動力伝達装置を模式化した模式図（概念図）を示すものであ
る。
【００２８】
　然るに、図２に示すように、車両の駆動源としてのエンジンＥから車輪（駆動輪Ｄ）に
至るまでの動力伝達系の途中に、トルクコンバータ１及びトランスミッション２が配設さ
れており、このうちトランスミッション２には、クラッチ手段３及び第３クラッチ手段８
の他、変速機Ａが配設されている。尚、同図中、符号１１は、エンジンＥから延設された
入力軸を示しており、符号９は変速機Ａまで延設された出力軸９を示している。
【００２９】
　トルクコンバータ１は、エンジンＥからのトルクを増幅してトランスミッション２に伝
達するトルク増幅機能を有して成るもので、当該エンジンＥの駆動力が伝達されて軸回り
に回転可能とされるとともにオイル（作動油）を液密状態で収容したトルコンカバー１ａ
、１３と、該トルコンカバー１ａ側に形成されて当該トルコンカバー１ａと共に回転する
ポンプＰと、該ポンプＰと対峙しつつトルコンカバー１３側で回転可能に配設されたター
ビンＴとを主に具備している。
【００３０】
　また、入力軸１１は、カバー部材１２を介してトルコンカバー１３と連結されている。
そして、エンジンＥの駆動力にて入力軸１１が回転し、カバー部材１２、トルコンカバー
１３、１ａ及びポンプＰが回転すると、その回転トルクが液体（作動油）を介してタービ
ンＴ側にトルク増幅されつつ伝達される。しかして、トルク増幅されてタービンＴが回転
すると、該タービンＴとスプライン嵌合した第１駆動シャフト５が回転し、トランスミッ
ション２に当該トルクが伝達される（第１動力伝達状態）。ここで、本発明における「ト
ルクコンバータの駆動伝達系」は、上記したトルコンカバー１ａ、ポンプＰ及びタービン
Ｔが成す駆動伝達系を指すものである。尚、同図中符号１０は、ミッションケースを示し
ている。
【００３１】
　一方、トルコンカバー１３は、コイルスプリングから成るダンパ機構７を介して連結部
材１４と連結されており、当該連結部材１４は、第２駆動シャフト６の外周面とスプライ
ン嵌合している。これにより、エンジンＥの駆動力にて入力軸１１が回転すると、カバー
部材１２、トルコンカバー１３、連結部材１４及び第２駆動シャフト６が回転し、トラン
スミッション２にエンジンＥの駆動トルクが伝達される。而して、第２駆動シャフト６に
よれば、トルクコンバータ１の駆動伝達系を介さずにトランスミッション２に駆動力を伝
達する（第２動力伝達状態）ことが可能とされている。
【００３２】
　上記の如く、第１駆動シャフト５は、トルクコンバータ１の駆動伝達系を介してエンジ
ンＥの駆動力で回転可能とされ、第１クラッチ手段３ａと連結されるとともに、第２駆動
シャフト６は、トルクコンバータ１の駆動伝達系を介さずエンジンＥの駆動力で直接回転
可能とされ、第２クラッチ手段３ｂと連結されている。また、本実施形態においては、第
１駆動シャフト５が円筒状部材とされるとともに、その内部に第２駆動シャフト６が回転
自在に配設されており、これらの回転軸が同一となるよう構成されている。即ち、当該第
１駆動シャフト５と第２駆動シャフト６とは同心円状に形成されているのである。これに
より、第１駆動シャフト５は、第２駆動シャフト６の外側にて回転自在とされるとともに
、第２駆動シャフト６は、第１駆動シャフト５の内側で回転自在とされており、当該第１
駆動シャフト５と第２駆動シャフト６とは、クラッチ手段３による選択的作動により、別
個独立に回転可能とされる。
【００３３】
　クラッチ手段３は、自動車（車両）の前進時に作動可能とされるとともに、トルクコン
バータ１の駆動伝達系を介してエンジンＥ（駆動源）の駆動力を車輪（駆動輪Ｄ）に伝達
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させて第１動力伝達状態とし得る第１クラッチ手段３ａ、及びトルクコンバータ１の駆動
伝達系を介さずエンジンＥ（駆動源）の駆動力を車輪（駆動輪Ｄ）に伝達させて第２動力
伝達状態とし得る第２クラッチ手段３ｂを有するものである。第１クラッチ手段３ａ及び
第２クラッチ手段３ｂには、図３で示すように、同図中左右方向に対して摺動自在な複数
の駆動側クラッチ板３ａａ、３ｂａ及び被動側クラッチ板３ａｂ、３ｂｂが形成され、多
板クラッチを成している。
【００３４】
　然るに、第１クラッチ手段３ａにおいては、第１駆動シャフト５と連結されて連動する
連動部材１５に駆動側クラッチ板３ａａが形成されるとともに、筐体１７に被動側クラッ
チ板３ａｂが形成され、これら駆動側クラッチ板３ａａと被動側クラッチ板３ａｂとが交
互に積層形成されている。これにより、隣り合う駆動側クラッチ板３ａａと被動側クラッ
チ板３ａｂとが圧接又は離間可能となっている。尚、第１クラッチ手段３ａが作動して、
駆動側クラッチ板３ａａと被動側クラッチ板３ａｂとが圧接した状態を図５に示す。
【００３５】
　また、第２クラッチ手段３ｂにおいては、第２駆動シャフト６と連結されて連動する連
動部材１６に駆動側クラッチ板３ｂａが形成されるとともに、筐体１７に被動側クラッチ
板３ｂｂが形成され、これら駆動側クラッチ板３ｂａと被動側クラッチ板３ｂｂとが交互
に積層形成されている。これにより、隣り合う駆動側クラッチ板３ｂａと被動側クラッチ
板３ｂｂとが圧接又は離間可能となっている。尚、第２クラッチ手段３ｂが作動して、駆
動側クラッチ板３ｂａと被動側クラッチ板３ｂｂとが圧接した状態を図６に示す。然るに
、ここでいう離間とは、物理的離間に限らず、圧接が解かれた状態のことをいい、圧接状
態にて駆動力が伝達されるとともに、離間状態にて当該駆動力の伝達が遮断される。
【００３６】
　また、かかるクラッチ手段３は、図３に示すように、同一筐体１７内に第１クラッチ手
段３ａ、第２クラッチ手段３ｂ、及び当該第１クラッチ手段３ａ及び第２クラッチ手段３
ｂに対応する２つの油圧ピストンＰ１、Ｐ２を有するとともに、当該油圧ピストンＰ１、
Ｐ２を作動させる油圧を制御することにより、当該第１クラッチ手段３ａ又は第２クラッ
チ手段３ｂを任意選択的に作動可能とされている。
【００３７】
　即ち、筐体１７と油圧ピストンＰ１との間の油圧室Ｓ１に作動油を注入させることによ
り、油圧ピストンＰ１がリターンスプリング３ｃの付勢力に抗して同図中右側へ移動し、
その先端で第１クラッチ手段３ａを押圧して、駆動側クラッチ板３ａａと被動側クラッチ
板３ａｂとを圧接させるよう構成されている。尚、第２クラッチ手段２ｂにおける駆動側
クラッチ板３ｂａ及び被動側クラッチ板３ｂｂは、図４に示すように、それぞれの周縁に
凹凸形状が形成されており、その凹部において油圧ピストンＰ１の先端が挿通されるよう
構成されている。
【００３８】
　また、油圧ピストンＰ１と油圧ピストンＰ２との間の油圧室Ｓ２に作動油を注入させる
ことにより、油圧ピストンＰ２がリターンスプリング３ｃの付勢力に抗して図３中右側へ
移動し、その先端で第２クラッチ手段３ｂを押圧して、駆動側クラッチ板３ｂａと被動側
クラッチ板３ｂｂとを圧接させるよう構成されている。これにより、油圧ピストンＰ１、
Ｐ２を作動させる油圧を制御することにより、第１クラッチ手段３ａ又は第２クラッチ手
段３ｂを任意選択的に作動可能とされている。尚、図中符号２１は、第１クラッチ手段３
ａ側及び第２クラッチ手段３ｂ側に設けられたストッパを示しており、第２クラッチ３ｂ
側に当該ストッパ２１を設けることにより、当該第２クラッチ手段３ｂ及び第１クラッチ
手段３ａが互いに独立して作動し得るよう構成されている。
【００３９】
　クラッチ手段３を構成する筐体１７は、ギアＧ１が形成された連動部材１８と連結され
ており、該ギアＧ１は、出力軸９に形成されたギアＧ２と噛み合って構成されている。こ
れにより、第１クラッチ手段３ａ又は第２クラッチ手段３ｂにて伝達されたエンジンＥの
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駆動力は、筐体１７を介して連動部材１８に至り、出力軸９に伝達されるようになってい
る。
【００４０】
　オイルポンプ３１は、エンジンＥの駆動力により作動してクラッチ手段３（第１クラッ
チ手段３ａ及び第２クラッチ手段３ｂ）及びトルクコンバータ１に対してオイル（作動油
）を供給し（後述の無段変速機２５に対しても同様）、当該クラッチ手段３及びトルクコ
ンバータ１を作動させ得るものである。即ち、かかるオイルポンプ３１は、エンジンＥの
駆動力を利用してオイルを吐出可能とされたものであり、エンジンＥが駆動中は常時作動
するとともに、当該エンジンＥが停止中は停止するようになっている。
【００４１】
　クラッチ制御手段４は、自動車（車両）の状態（車速や車体の傾斜角度など）に応じて
、油圧室Ｓ１又はＳ２に作動油を所定の圧力で注入して油圧ピストンＰ１、Ｐ２を任意選
択的に作動させることにより第１クラッチ手段３ａ又は第２クラッチ手段３ｂを任意選択
的に作動させ、トルクコンバータ１の駆動伝達系を介してエンジンＥ（駆動源）の駆動力
を車輪（駆動輪Ｄ）に伝達させ（第１動力伝達状態）、又はトルクコンバータ１の駆動伝
達系を介さずエンジンＥ（駆動源）の駆動力を車輪（駆動輪Ｄ）に伝達（第２動力伝達状
態）させ得るものである。
【００４２】
　一方、第３クラッチ手段８は、多板クラッチから成り、車両の後進時に、トルクコンバ
ータ１の駆動伝達系を介してエンジンＥ（駆動源）の駆動力を車輪（駆動輪Ｄ）に伝達さ
せるためのものである。即ち、車両が具備するシフトレバーを操作してＲレンジ（後進）
とすると、連動部材１５に形成されたギアＧ３と出力軸９側の連動部材１９に形成された
ギアＧ４との間にアイドルギア（不図示）が介在して噛み合い、エンジンＥの駆動力が第
３クラッチ手段８に至るようになっている。
【００４３】
　この第３クラッチ手段８には、第１クラッチ手段３ａ及び第２クラッチ手段３ｂと同様
、出力軸９と連結されて連動可能な筐体２０を有し、当該筐体２０内に油圧ピストンＰ３
が形成されるとともに、駆動側クラッチ板８ａと被動側クラッチ板８ｂとが交互に積層形
成されている。これにより、油圧ピストンＰ３の作動により、隣り合う駆動側クラッチ板
８ａと被動側クラッチ板８ｂとが圧接又は離間可能となっている。
【００４４】
　エンジン制御手段２２は、自動車（車両）が所定車速以下になったこと（停止直前から
停止までの間の車速になったこと）を条件としてエンジンＥを自動的に停止させてアイド
ルストップさせるとともに、当該アイドルストップ状態でブレーキ操作を解除する又はア
クセルを踏み込むことを条件としてエンジンＥを始動させ得るものであり、例えばエンジ
ンＥを制御するためのＥＣＵ（不図示）内に形成されている。即ち、ＥＣＵがエンジンＥ
の制御全般を制御するのに対し、エンジン制御手段２２は、アイドルストップ動作に関し
て制御するものとされるのである。尚、アイドルストップ後にエンジンＥを始動させる条
件として、車速が増加した場合等、他の条件としたり或いはこれら種々条件を組み合わせ
ものとしてもよい。
【００４５】
　上記実施形態によれば、車両の状態に応じて第１クラッチ手段３ａ又は第２クラッチ手
段３ｂを任意選択的に作動させて、トルクコンバータ１の駆動伝達系を介してエンジンＥ
の駆動力を車輪（駆動輪Ｄ）に伝達させ、又はトルクコンバータの駆動伝達系を介さずエ
ンジンＥの駆動力を車輪（駆動輪Ｄ）に伝達させ得るクラッチ制御手段４を備えたので、
動力伝達装置の複雑化及び大型化を抑制し、且つ、トルクコンバータ１のトルク増幅機能
により発進性能の向上を図るとともに、定常走行中における動力伝達効率を向上させるこ
とができる。尚、本実施形態によれば、ロックアップクラッチを不要とすることができる
。
【００４６】
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　また、第１駆動シャフト５と第２駆動シャフト６とは同心円状に形成されたので、当該
第１駆動シャフト５と第２駆動シャフト６とがそれぞれ延設されたもの（２本が併設され
たもの）に比べ、動力伝達装置全体をより小型化することができる。更に、第２駆動シャ
フト６は、トルク変動を減衰し得るダンパ機構７を介してエンジンＥと連結されたので、
第２クラッチ手段３ｂに伝達されるエンジンＥの振動を減衰させることができる。
【００４７】
　更に、クラッチ手段３は、同一筐体１７内に第１クラッチ手段３ａ、第２クラッチ手段
３ｂ、及び当該第１クラッチ手段３ａ及び第２クラッチ手段３ｂに対応する２つの油圧ピ
ストンＰ１、Ｐ２を有するとともに、当該油圧ピストンＰ１、Ｐ２を作動させる油圧を制
御することにより、当該第１クラッチ手段３ａ又は第２クラッチ手段３ｂを任意選択的に
作動可能とされたので、動力伝達装置全体を更に簡素化及び小型化することができる。
【００４８】
　ところで、本実施形態における変速機Ａは、無段変速機（Continuously Variable Tran
smission ：所謂ＣＶＴ）から成るものとされている。具体的には、図８に示すように、
車両の駆動源（エンジンＥ）から車輪（駆動輪Ｄ）に至る動力伝達系の途中であってクラ
ッチ手段３の第２クラッチ手段３ｂと車輪（駆動輪Ｄ）との間において、無段変速機２５
を介装させたものとされる。
【００４９】
　かかる無段変速機２５は、２つのプーリＱ１、Ｑ２と、その間に懸架されたベルトＶと
を有しており、油圧制御回路２４によりプーリＱ１、Ｑ２の可動シーブを動作させて互い
に独立してベルトＶ懸架部の径を変化させ、所望の変速を行わせるものである。かかる無
段変速機２５は、オイルポンプ３１からオイル（作動油）が供給されて当該オイルの油圧
によりプーリ（Ｑ１、Ｑ２）の可動シーブを作動させ得るよう構成されている。一方、無
段変速機２５は、車両におけるブレーキペダルのブレーキスイッチＳ１やシフトレバーの
ポジションセンサＳ２、及びエンジン制御手段２２等と電気的に接続されて成るクラッチ
制御手段４を有しており、かかるクラッチ制御手段４により油圧制御回路２４による制御
が成されるよう構成されている。尚、同図中符号Ｓ３は、車両におけるアクセルペダルの
スロットル開度センサを示している。
【００５０】
　而して、車両のエンジンＥ（駆動源）から駆動輪Ｄ（車輪）に至る動力伝達系の途中で
あってクラッチ手段３の第２クラッチ手段３ｂと駆動輪Ｄとの間には、無段変速機２５が
介装されたので、車両を前進させるクラッチとトルクコンバータ１の駆動伝達系を介さず
エンジンＥの駆動力を駆動輪Ｄに伝達させるクラッチとを第２クラッチ手段３ｂにて兼用
させることができる。尚、同図中符号Ｆは、車両が具備するディファレンシャルギアを示
している。また、符号Ｓ４はエンジンＥの回転速度を検出するエンジン回転センサ、Ｓ５
は第１駆動シャフト５の回転速度を検出するスピードセンサ、Ｓ６はクラッチ手段３（本
実施形態においては第２クラッチ手段３ｂ）の油圧を検出する油圧スイッチ、Ｓ７はセカ
ンダリシャフトスピードセンサ、Ｓ８はカウンタシャフトスピードセンサを示している。
【００５１】
　油圧制御回路２４は、図９に示すように、オイルポンプ３１とオイルの供給対象（トル
クコンバータ１、クラッチ手段３等）とを連結する油路やバルブ、当該バルブを開閉する
ソレノイドから主に構成されている。同図中、符号２６は、ライン圧を調圧するレギュレ
ータバルブ、符号２７は、レギュレータ２６の制御圧を制御するリニアソレノイド（ＬＳ
Ｂ）２７を示している。符号３２は、変速機のレンジ（Ｐ、Ｒ、Ｎ、Ｄ）に応じて供給路
を切り替えるマニュアルバルブ、符号２８は、クラッチ圧を制御するリニアソレノイド（
ＬＳＡ）を示している。このリニアソレノイド（ＬＳＡ）２８により、Ｄレンジではクラ
ッチ手段３用クラッチ圧を制御し、ＲレンジではＲＶＳ　ＣＬＵＴＣＨ用クラッチ圧を制
御するとともに、リニアソレノイド（ＬＳＢ）２７により、レギュレータバルブが調圧す
るライン圧を制御し得るようになっている。
【００５２】
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　ここで、本実施形態においては、オイルポンプ３１からトルクコンバータ１のオイルの
流通経路途中に調整手段２３が接続されている。この調整手段２３は、車両の減速過程で
エンジンＥに対してフューエルカット（燃料の供給停止）した状態とされて車速が所定値
以下となった際、オイルポンプ３１によるトルクコンバータ１に対するオイルの供給量を
制限し、クラッチ手段３及び無段変速機２５に対するオイルの供給を優先させ得るもので
ある。
【００５３】
　具体的には、調整手段２３は、トルクコンバータ１に対して通常時オイルを供給する第
１供給路２３ａと、当該オイルの供給量を制限すべくオリフィス２３ｂａが形成された第
２供給路２３ｂと、油圧により当該第１供給路２３ａを開閉させるバルブ２３ｃとを有し
た油圧バルブ機構から成るものとされている。バルブ２３ｃの開閉動作は、ソレノイド（
ＳＨＡ）２９及びソレノイド（ＳＨＢ）３０により行われる。また、本実施形態に係る調
整手段２３は、そのバルブ２３ｃがスプリングにより、第１供給路２３ａを閉状態とする
方向に常時付勢されている。尚、本実施形態においては、調整手段２３は、車両の減速過
程でエンジンＥに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値以下となった際
、オイルポンプ３１によるトルクコンバータ１に対するオイルの供給量を制限しているが
、当該オイルの供給量を禁止して一切トルクコンバータ１に対してオイルの供給を行わず
、クラッチ手段３（本実施形態においては第２クラッチ手段３ｂ）及び無段変速機２５に
対するオイルの供給を優先させ得るものとしてもよい。
【００５４】
　然るに、クラッチ制御手段４は、図１０に示すように、設定されたモードに従いソレノ
イド（ＳＨＡ）２９及びソレノイド（ＳＨＢ）３０を制御して調整手段２３を構成する油
圧バルブ機構を任意に動作させ得るよう構成されている。図中符号マル印はソレノイドを
電気的にオンすることを示し、バツ印はソレノイドを電気的にオフすることを示している
とともに、「ライン圧」はライン圧が直接クラッチ手段３に入力される旨及び「ＬＳＡ」
はリニアソレノイドバルブ（ＬＳＡ）２８がクラッチ圧を制御する旨を示している。
【００５５】
　車両の減速、停止、加速過程において、図１１にクラッチ制御手段４による制御のタイ
ムチャートを示す。かかるタイムチャートによれば、車両の減速過程でエンジンＥに対し
てフューエルカットした状態とされて車速が所定値（図中の第２車速Ｖｂ）以下となった
際、オイルポンプ３１によるトルクコンバータ１に対するオイルの供給量を制限し、クラ
ッチ手段３及び無段変速機２５に対するオイルの供給を優先させているのが分かる。
【００５６】
　また、本実施形態においては、車両の減速過程でエンジンに対してフューエルカットし
た状態とされて車速が所定値（図中の第２車速Ｖｂ）以下となった際、クラッチ制御手段
４が第２クラッチ手段３ｂのみを作動させるよう構成されている。そして、車速が更に低
下して所定値（図中の第１車速Ｖａ）となった時点で、第２クラッチ手段３ｂの作動も停
止させるとともにアイドルストップ状態としている。このように、車両の減速過程でエン
ジンＥに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値（図中の第２車速Ｖｂ）
以下となった際、クラッチ制御手段４が第２クラッチ手段３ｂのみを作動させるので、第
１クラッチ手段３ａ及び第２クラッチ手段３ｂの両方にオイル供給を行わせるものに比べ
、第２クラッチ手段３ｂに対するオイル供給をより確実且つスムーズに行わせることがで
きる。
【００５７】
　また更に、本実施形態においては、エンジン制御手段２２は、無段変速機２５の変速レ
シオが所定値以上（車両の走り始めに必要とされる変速レシオ）となったことを条件とし
てアイドルストップさせている。これにより、アイドルストップ後におけるエンジン始動
時の発進駆動力を適切に確保することができる。
【００５８】
　調整手段２３の代わりに、例えば図１２に示すように、第２車速Ｖｂから第１車速Ｖａ
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の間において、リニアソレノイドバルブ（ＬＳＢ）２７を制御してレギュレータバルブ２
７が調圧するライン圧を高くするようにしてもよい。この場合においても、第１車速Ｖａ
に達してアイドルストップ状態となった際、当該ライン圧を通常値まで戻すようレギュレ
ータバルブ２７を制御する（同図ライン圧設定項目参照）のが好ましい。
【００５９】
　次に、上記実施形態におけるエンジン制御手段２２の制御内容を図１３のフローチャー
トに基づいて説明する。
　まず、イグニッションがオンしたか否かを判断し（Ｓ１）、イグニッションがオンの場
合は、Ｓ２へ進んで、アイドルストップ中であるか否かを判定する。そして、アイドルス
トップ中であると判定されると、アクセルペダルの踏み込みがあるか否かが判定され（Ｓ
３）、当該アクセルペダルの踏み込みがあると判定された場合、Ｓ４へ進んでエンジン始
動がなされる。
【００６０】
　一方、当該Ｓ３にてアクセルペダルの踏み込みがないと判定された場合、Ｓ５へ進んで
車速が増加しているか否かが判定される。車速の増加がある場合は、Ｓ４へ進んでエンジ
ン始動がなされるとともに、車速の増加がない場合は、Ｓ６へ進んでアイドルストップ時
間が所定時間経過したか否か判定される。当該Ｓ６でアイドルストップ時間が所定時間経
過した場合は、Ｓ４へ進んでエンジン始動がなされるとともに、所定時間経過していない
場合は、Ｓ７へ進んで車速が０（即ち停車）か否か判定される。当該Ｓ７で車速が０であ
ると判定された場合、Ｓ８へ進んでブレーキがオフしているか否かが判定され、ブレーキ
がオフしている場合はＳ４へ進んでエンジン始動がなされる。
【００６１】
　然るに、Ｓ２にてアイドルストップ中でないと判定された場合、Ｓ９へ進みエンジン始
動中であるか否かが判定され、エンジン始動中であると判定されるとＳ１０へ進んでエン
ジン始動が完了したか否かが判定される。当該Ｓ１０にて、エンジン始動が完了したと判
定されると、Ｓ１１へ進んでエンジン運転（エンジンの駆動）を行わせるとともに、エン
ジン始動が完了していないと判断されると、Ｓ４へ進んでエンジン始動がなされる。
【００６２】
　また、Ｓ９にてエンジン始動中でない（即ちエンジン運転中）と判定されると、Ｓ１２
へ進んで無段変速機（自動変速機２５）のレシオが所定値以上か否かが判定される。当該
Ｓ１２にてレシオが所定値以上である場合は、Ｓ１３へ進んでアイドルストップ条件（車
速が所定値以下、水温及び油温が所定値以上、故障無し等の種々条件）が成立しているか
否かが判定されるとともに、当該レシオが所定以上でない場合は、Ｓ１１へ進んでエンジ
ン運転（エンジンの駆動）を行わせる。Ｓ１３にてアイドルストップ条件が成立している
と判定されると、Ｓ１４へ進んでアイドルストップ状態とされる。
【００６３】
　次に、上記実施形態におけるクラッチ制御手段４の制御内容を図１４のフローチャート
に基づいて説明する。
　まず、アイドルストップ中であるか否かが判定され（Ｓ１）、アイドルストップ中の場
合、第２クラッチ手段３ｂをオフ（Ｓ２）、第１クラッチ手段３ａをオフ（Ｓ３）、トル
クコンバータ１への流量をオフ（Ｓ４）とする。然るに、Ｓ１にてアイドルストップ中で
ないと判定されると、Ｓ５へ進んでエンジン始動中であるか否かが判定され、エンジン始
動中である場合は、Ｓ６へ進んでエンジン始動から所定時間経過しているか否かが判定さ
れる。
【００６４】
　そして、Ｓ６にてエンジン始動から所定時間経過していない場合、Ｓ７へ進んでエンジ
ン回転数が所定値以上か否かが判定され、当該エンジン回転数が所定値以上でない場合、
Ｓ８へ進んで油圧スイッチＳ６（検知手段）がオンしているか否かが判定される。更に、
油圧スイッチＳ６（検知手段）がオンしていない場合、Ｓ９へ進んでクラッチスリップ率
が所定以上か否かが判定され、当該クラッチスリップ率が所定以上でない場合、Ｓ１０へ
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進んで第２クラッチ手段３ｂを作動させる。当該Ｓ１０にて第２クラッチ手段３ｂを作動
させた後、Ｓ３、Ｓ４へ進む。
【００６５】
　一方、Ｓ６にてエンジン始動から所定時間経過していると判定された場合、Ｓ７にてエ
ンジン回転数が所定値以上と判定された場合、Ｓ８にて油圧スイッチＳ６（検知手段）が
オンしていると判定された場合、Ｓ９にてクラッチスリップ率が所定以上と判定された場
合は、Ｓ１１へ進み第２クラッチ手段３ｂを作動させる。その後、Ｓ１２にて第１クラッ
チ手段３ａを作動させた後、Ｓ１３にてトルクコンバータ１への流量をオンとする。
【００６６】
　更に、Ｓ５にてエンジン始動中でない（即ちエンジン運転中）と判定された場合、Ｓ１
４へ進んでアクセルがオフか否かが判定され、当該アクセルがオフの場合、Ｓ１５へ進ん
で減速中か否かが判定される。そして、当該Ｓ１５にて減速中であると判定されると、Ｓ
１６へ進んで車速が所定（第２速度Ｖｂ）より低いか否かが判定され、車速が第２速度Ｖ
ｂより低い場合、Ｓ１７にて第２クラッチ手段３ｂをオンして作動させ、Ｓ１８にて第１
クラッチ手段３ａをオフし、Ｓ１９にてトルクコンバータ１への流量をオフとする。尚、
Ｓ１４にてアクセルがオフでない（オン）と判定され、Ｓ１５にて減速中でないと判定さ
れ、Ｓ１６にて車速が所定（第２速度Ｖｂ）より低くない（高い）と判定された場合、Ｓ
１１へ進んで第２クラッチ手段３ｂを作動させた後、Ｓ１２、Ｓ１３へと進む。
【００６７】
　上記実施形態によれば、車両の減速過程でエンジンＥに対してフューエルカットした状
態とされて車速が所定値（第２車速Ｖｂ）以下となった際、オイルポンプ３１によるトル
クコンバータ１に対するオイルの供給量を制限（又は禁止）し、クラッチ手段３（本実施
形態においては第２クラッチ手段３ｂ）及び無段変速機２５に対するオイルの供給を優先
させ得るので、トルクコンバータ１を具備し、且つ、アイドルストップする車両に適用さ
れ、車両の減速過程でフューエルカット復帰を行わせず燃費を向上させることができると
ともに電動オイルポンプを不要としてコストを低減させることができる。
【００６８】
　更に、調整手段２３は、トルクコンバータ１に対して通常時オイルを供給する第１供給
路２３ａと、当該オイルの供給量を制限又は禁止する第２供給路２３ｂと、油圧により当
該第１供給路２３ａを開閉させるバルブ２３ｃとを有した油圧バルブ機構から成るので、
トルクコンバータ１へのオイルの供給を制限又は禁止する場合と、当該制限又は禁止しな
い場合とで瞬時に且つスムーズに切り替えることができる。また更に、バルブ２３ｃは、
第１供給路２３ａを閉状態とする方向にスプリングにて常時付勢されたので、車両の減速
過程でエンジンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値（第２車速Ｖｂ
）以下となった際、ポンプの回転数が低いため、制御圧が低下した場合でもバルブ２３ｃ
の作動設定圧に関わらず確実にトルクコンバータ１へのオイルの供給を制限又は禁止する
ことができる。
【００６９】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　本実施形態に係る動力伝達装置は、第１の実施形態と同様、自動車（車両）のエンジン
（駆動源）による駆動力を車輪（駆動輪）に伝達又は遮断するためのものであり、図１及
び図２に示すように、トルクコンバータ１と、クラッチ手段３と、オイルポンプ３１と、
クラッチ制御手段４と、エンジン制御手段２２と、調整手段２３と、第１駆動シャフト５
と、第２駆動シャフト６と、ダンパ機構７と、第３クラッチ手段８と、変速機Ａ（無段変
速機２５）とを主に有している。尚、第１の実施形態と同様の構成要素には同一の符号を
付し、それらの詳細な説明を省略する。
【００７０】
　本実施形態においては、図１５に示すように、オイルポンプ３１からクラッチ手段３の
オイルの流通経路途中に蓄圧手段３３が接続されている。この蓄圧手段３３は、オイルを
蓄圧可能なアキュムレータから成るとともに、車両の減速過程でエンジンＥに対してフュ
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ーエルカットした状態とされて車速が所定値（第２車速Ｖｂ）以下となった際、当該蓄圧
手段３３で蓄圧されたオイルを放出してクラッチ手段３（特に本実施形態においては第２
クラッチ手段３ｂ）及び無段変速機２５に供給し得るよう構成されている。かかる蓄圧手
段３３を具備したことにより、クラッチ手段３及び無段変速機２５に対するオイル供給を
より確実且つスムーズに行わせることができる。尚、同図中符号３４は、逆止弁を示して
いる。
【００７１】
　尚、蓄圧手段３３で蓄圧されたオイルの放出時期は、上記の如く車速が所定値（第２車
速Ｖｂ）以下となった時点に限定されず、例えば図１６のタイムチャートに示すように、
第１車速Ｖａ以下となった時点（アイドルストップ開始後）としてもよい。この場合、無
段変速機２５は、その変速レシオが一定に保たれるよう制御されるのが好ましく、それに
より、蓄圧の必要圧を小さくでき、蓄圧手段３３の容量を小さくすることができる。更に
、本実施形態においては、アイドルストップ後のエンジンＥを始動させる際、ソレノイド
（ＳＨＡ）２９及びソレノイド（ＳＨＢ）３０のオン・オフを制御することにより調整手
段２３を動作させ、オイルポンプ３１によるトルクコンバータ１に対するオイルの供給量
を制限し、クラッチ手段３に対するオイルの供給を優先させている。
【００７２】
　蓄圧手段３３は、オイルポンプ３１からクラッチ手段３のオイルの流通経路途中に接続
され、車両の減速過程でエンジンＥに対してフューエルカットした状態とされて車速が所
定値（第２車速Ｖｂ）以下となった際、蓄圧されたオイルを放出してクラッチ手段３及び
無段変速機２５に供給し得るものであれば、他の形態のものであってもよい。
【００７３】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　本実施形態に係る動力伝達装置は、第１、２の実施形態と同様、自動車（車両）のエン
ジン（駆動源）による駆動力を車輪（駆動輪）に伝達又は遮断するためのものであり、図
１７に示すように、トルクコンバータ１と、クラッチ手段３’と、オイルポンプ３１と、
クラッチ制御手段４と、エンジン制御手段２２と、調整手段２３と、ダンパ機構７と、車
両の後進時に作動する後進クラッチ手段３’ｃと、変速機Ａ（無段変速機２５）とを主に
有している。尚、第１、２の実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、それらの
詳細な説明を省略する。
【００７４】
　本実施形態に係るクラッチ手段３’は、車両の前進時に作動してトルクコンバータ１の
駆動伝達系を介してエンジンＥの駆動力を車輪に伝達させる（第１動力伝達状態とし得る
）前進クラッチ手段３’ａ、及びトルクコンバータ１の駆動伝達系を介さずエンジンＥの
駆動力を車輪に伝達させる（第２動力伝達状態とし得る）ロックアップクラッチ手段３’
ｂを有するとともに、クラッチ制御手段４は、車両の状態に応じて前進クラッチ手段３’
ａ及びロックアップクラッチ手段３’ｂを任意選択的に作動させて、第１動力伝達状態又
は第２動力伝達状態とさせ得るものである。
【００７５】
　尚、ロックアップクラッチ手段３’ｂは、トルクコンバータ１内に形成されて当該トル
クコンバータ１のタービンＴと連結可能とされたロックアップクラッチから成るものであ
り、連結状態で、トルコンカバーとタービンとがクラッチピストンを介して直結されるよ
う構成されたものである。本実施形態によれば、従来から比較的普及しつつあるロックア
ップクラッチ手段（ロックアップクラッチ）を具備した車両に容易に適用することができ
る。
【００７６】
　以上、本実施形態に係る動力伝達装置について説明したが、本発明はこれらに限定され
ず、クラッチ手段は、トルクコンバータ１の駆動伝達系を介してエンジンＥの駆動力を車
輪に伝達させる第１動力伝達状態、又はトルクコンバータ１の駆動伝達系を介さずエンジ
ンＥの駆動力を車輪に伝達させる第２動力伝達状態とし得るものであれば、何れの形態で
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【産業上の利用可能性】
【００７７】
　車両の減速過程でエンジンに対してフューエルカットした状態とされて車速が所定値以
下となった際、オイルポンプによるトルクコンバータに対するオイルの供給量を制限又は
禁止し、クラッチ手段及び無段変速機に対するオイルの供給を優先させ得る調整手段を備
えた動力伝達装置であれば、外観形状が異なるもの或いは他の機能が付加されたもの等に
も適用することができる。
【符号の説明】
【００７８】
　１　　トルクコンバータ
　２　　変速機
　３、３’　　クラッチ手段
　３ａ　第１クラッチ手段
　３ｂ　第２クラッチ手段
　３’ａ　前進クラッチ手段
　３’ｂ　ロックアップクラッチ手段
　４　　クラッチ制御手段
　５　　第１駆動シャフト
　６　　第２駆動シャフト
　７　　ダンパ機構
　８　　第３クラッチ手段
　９　　出力軸
　１０　ミッションケース
　１１　入力軸
　１２　カバー部材
　１３　トルコンカバー
　１４　連結部材
　１５、１６　連動部材
　１７　筐体
　１８、１９　連動部材
　２０　筐体
　２１　ストッパ
　２２　エンジン制御手段
　２３　調整手段
　２４　油圧制御回路
　２５　無段変速機
　２６　レギュレータバルブ
　２７、２８　リニアソレノイドバルブ
　２９、３０　ソレノイド
　３１　オイルポンプ
　３２　マニュアルバルブ
　３３　蓄圧手段
　３４　逆止弁
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